
宇出津小学校いじめ防止基本方針 

 

１ いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条） 

「いじめ」とは，いじめ防止対策推進法（平成２５年法７１号）によるものとし，「児童等に

対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児

童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含

む）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」とす

る。         

※「一定の人的関係」とは，学校の内外を問わず，同じ学校・学級や部活動の児童生徒や，塾やスポーツ

クラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など，当該児童生徒と何らかの人的関係

を指す。 

 

２ いじめ防止に向けての基本的な考え方 

いじめは，いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健全な成長及

び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせるお

それがあるものである。 

「いじめはどの学校・学級でも起こりうるものであり，いじめの問題に無関係ですむ児童はい

ない。」という基本認識に立ち，すべての児童が安全で安心に学校生活を送る中で，様々な活動

に意欲的に取り組み，一人一人の個性や能力を十分に伸長することができるよう，いじめのない

学校づくりに全力で努めていかなければならない。 

本校では，家庭，地域社会，関係諸機関との連携のもと，いじめの未然防止及び早期発見に取

り組み，いじめがある場合は適切かつ迅速にこれに対処するため，いじめ防止基本方針を定め

る。 

 

３ いじめ防止のための教職員の資質向上と保護者への啓発 

いじめ防止のためには，教職員がいじめを絶対に許さない確固たる信念を持ち，いじめを鋭く

見抜き，いじめを防止するための具体的な行動をとるための判断力や指導力を高めなければなら

ない。そのため，教職員の資質の向上に向けた適切な研修等を計画的に行う。また，いじめ防止

においては，保護者の理解と協力を得て連携して取り組むことが重要である。保護者に対し，い

じめを防止することの重要性について理解を深める啓発を行うとともに，インターネットを通じ

て行われるいじめを防止し，効果的に対処することができるよう保護者とも連携し必要な情報を

共有するなかで地域ぐるみの取組ができるよう啓発を行う。 

 

 

 



４ いじめの未然防止の取組 

いじめの未然防止には、児童が多様性を認め、人権侵害をしない人へ育つことが重要である。

そのためには学校や学級が人権を尊重し、安心できる場になっていることが必要である。いじめ

は重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、全ての児童を対象にいじめ防止につながる発

達支持的生徒指導として人権教育を行っていく。本校では、自分を大切にし、他の人を大切にす

る人権教育を推進し、人権尊重の精神を涵養することを重点目標として、以下の事項に取り組ん

でいく。 

 

（１）わかる授業づくり・・・「すべての児童が参加・活躍できる授業」 

・基礎的・基本的事項の習得の徹底 

・意見を発表し合える場面設定（言語活動の充実） 

・授業評価アンケートの実施 

（２）学習規律・学習習慣の定着 

・「本気！根気！元気！」三つの姿の徹底 

・チャイム席(チャイムは座って聞く「着ベル」） 

・授業開始，終了時の号令統一、次の時間の学習の用意の徹底 

・学習用具の統一 

（３）学級集団づくり 

・話合い活動，学級会活動の充実 

・居場所づくり，絆づくり  

（４）社会体験，自然体験，交流体験の充実 

・豊かな体験活動の設定 

・６年間を見通した体系的・計画的な実施 

（５）児童会活動の充実 

・全校スローガンを設定し，児童自身が学校を創り上げるための取組の充実 

（あいさつ運動の充実，自己肯定感・他者肯定感を味わう掲示物など） 

・学校行事の主体的な運営 

・各委員会のめあてを意識した委員会活動の充実 

・異学年集団で構成された縦割り班活動の充実 

（６）人権学習，道徳教育の推進 

・一人ひとりのよさや違いを認め合える学習 

・「いじめ」の本質や構造の理解 

・保護者とともに取り組む標語の作成 

（７）情報モラル教育の充実 

   ・発達段階に応じた情報モラル教育の実施 

 

 



検証方法 

・学校生活アンケートの「学校は楽しい」の肯定的回答の割合 

・学校生活アンケートの「いじめは絶対にダメだ」の肯定的回答の割合 

・QUアンケートの要支援群に位置する児童の割合 

５ いじめの早期発見の取組 

早期発見の基本は，児童のささいな変化に気付くこと，気付いた情報を確実に共有すること，

情報に基づき速やかに対応することである。そのためには，教職員がこれまで以上に意識的に児

童の様子に気を配り，いじめを見抜く目を養うことが重要である。併せて児童と保護者に定期的

な面談や各種調査を実施する。なお，調査結果等の分析に基づく効果的な対応と検証を行うもの

とする。 

 

（１）登校時，下校時の見守りや，朝・帰りの会や授業中，休み時間，給食時などの観察 

・朝のあいさつや，帰りのあいさつでの声，表情  ・出席をとるときの声，表情 

・健康観察，保健室等での様子  ・服装の乱れ  ・給食時の食欲 

・児童同士が関わり合う様子（授業，休み時間，委員会活動など） 

   ※けんかやふざけ合いであっても，見えないところで被害が発生している場合もあるため，背景に

ある事情の調査を行い，児童の感じる被害性に着目し，積極的に認知をして対応する。 

・児童が遣う言葉 ・生活ノートの内容 など 

（２）個人面談の実施 

・教育相談週間「はーとしゅうかん」の設定（６月，１０月） 

   ６月…学級担任と児童との面談の場を設定 

  １０月…スクールカウンセラーを中心に児童との面談の場を設定 

（３）生活アンケートの実施 

   ・各学期１回実施５月，１０月，１月（児童・保護者） 

（４）ＱＵテスト による学級生活状況調査 

・年間２回実施（５月，１０月） 

 １回目と２回目の児童一人ひとりの変容を見取り，必要に応じて個別面談を実施する。 

（５）生徒指導便りの発行 

・本校児童の生徒指導面での伸びや成長を伝える。 

（６）生徒指導ファイル（個人カード）の活用 

・本校児童の生徒指導に関わる情報を逐一更新し，全職員の共有化を図る。 

  （全職員…学校長，教頭，教諭，養護教諭，栄養教諭，スクールカウンセラー，支援員，校務員） 

（７）職員会議を活用した児童理解の会を設定 

   ・必要に応じて学級の様子を情報交換する場を設け，情報と指導方法を共有化する。 

   ・特に配慮が必要な児童について，個々の児童の特性を理解し，情報を共有して学校全体で 

注意深く見守り，日常的に適切な支援を行う。（保護者との連携や，周囲の児童に対する

必要な指導を行う。） 



６ 発見したいじめへの組織的な対応 

いじめの疑いがあるような行為が発見された場合，校長のリーダーシップのもと，「いじめ問

題対策チーム（常設）」が中心となり，事実関係の把握，被害児童のケア，加害児童の指導な

ど，問題の解消までを行う。なお，いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる

場合には，能登町教育委員会と連携を図り，珠洲警察署と相談して対処する。また，児童の生

命，身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは，直ちに警察署に通報し，適切に援

助を求める。 

 ※学校の職員がいじめの情報を得ながら，校内の対策組織等に報告せず，いじめに係る情報を抱え込んだ 

場合，いじめ防止対策推進法第２３条１項の規定に違反することにもなり得る。 

 

（１）いじめ問題の対処の流れ・・・別途「いじめ対応マニュアル」参照 

（２）いじめ対応の留意点 

① いじめを発見した場合は，まず，被害児童の安全を確保するとともに，校長に報告する。 

② 校長は，いじめの報告を受けた場合は，いじめ問題対策チームを招集し，適切な役割分担を

行い，被害児童のケア，加害児童等関係者の聞き取りやその後の対応方針を決定する。 

③ いじめられた児童のケアは，養護教諭やスクールカウンセラー，その他専門的な知識のある

者と連携した対応を図る。 

④ いじめが確認された場合は，被害・加害児童ともに保護者に事実関係を伝え，保護者への助

言を行いながら家庭と連携を図り問題の解決にあたる。また，事実確認により判明した情報

は適切に提供する。 

⑤ 校長は，必要があると認めるときは，いじめを行った児童についていじめを受けた児童が使

用する教室以外の場所において学習を行わせる等，いじめを受けた児童等が安心して教育を

受けられるようにするために必要な措置を取る。 

⑥ 校長は，児童がいじめを行っている場合に教育上必要があると認めるときは，学校教育法第

十一条の規定に基づき，適切に，当該児童に対して懲戒を加える。 

⑦ いじめの問題への対応は，いじめの問題を自分たちの問題として受け止め，主体的に対処で

きる児童の育成をめざしたものとする。 

⑧ いじめが「解消している」状態とは，「１いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間

継続していること。（相当の期間とは，少なくとも３か月を目安とする）」「１被害児童生

徒本人が心身の苦痛を感じていないこと。（被害児童生徒本人及びその保護者に対し，心身

の苦痛を感じていないかどうかを面談等で確認すること）」の少なくとも２つの要件が満た

されている必要がある。ただし，これらの要件が満たされている場合であっても，必要に応

じ，他の事情も勘案して判断するものとする。 

 



 

７ いじめ防止のための校内組織 

いじめ防止等に組織的に対応するため，いじめ防止対策委員会を設置し，基本方針に基づ

く取組の実施，進捗状況の確認，定期的検証を行う。必要に応じて委員会を開催する。構成

員は以下のとおりとする。 

 

     町教委                県教委  
報告・相談     助言     要請派遣          依頼 

 

   〈 生徒指導委員会 〉    

     助言 

 

 

                              連絡 

                              調整  

〈 個別案件対応班 〉                  

     教頭・生徒指導主事         助言 

    全学級担任・養護教諭 

                
  ・情報収集・共有  ・対応策の検討        

  ・役割分担     ・報告・説明 

 

 

 〈 いじめ問題対策チーム 〉    

     助言 
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スクールカウンセラー 

PTA 会長 学校評議員

低学年部会 

・加害児童及び保護者  

・被害児童及び保護者 

・周辺児童 ・ＰＴＡ ・地域  

チームでの役割分担に沿った

適切な対応 

低高学年部より各１名 


